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（問題意識）

• 長崎県では、景気が緩やかに持ち直すもとで、企業における人手不足感の強まりや、有効求人倍

率の上昇がみられています。こうした労働需給の引き締まりは、基本的に、経済全体が雇用・所

得から支出（個人消費）への前向きな循環を強めていくうえで望ましい動きです。

• しかしながら、いま当県で起きている人手不足は、「景気回復による労働需要の増加」よりも

「構造的な労働供給の減少」による部分が大きいことに注意が必要です。今後、人手不足により

企業活動が広く制約されてしまう場合、経済の活力が徐々に低下していくことが懸念されます。

逆に、人手不足に適応する形で事業モデルの再構築等が進み、付加価値・やりがいの高い就業機

会の拡大、就業意欲のある県民の労働参加の促進等が実現すれば、経済全体の活性化や成長力の

改善につながります。ひいては、若者層の県内就労という課題に一定の効果をもたらすことも期

待されます。

• 本稿では、人口動態や雇用関連の統計・データを基に、長崎県における人手不足の現状と背景、

考えられる対応の大きな方向性を客観的に整理しています。ポイントは次頁の通りです。

―― なお、本稿では取り扱っていませんが、地域経済の活性化や魅力ある就労機会の創造に向

けては、企業だけでなく、働く「人」が環境変化に適応した能力・知識を備えていくこと

も求められます。今後、小・中・高校の経済・金融教育、大学等の専門的・実践的な教育、

社会人やシニア層へのリスキリング・リカレント教育などは、当地の産官学が一体となっ

て推進していく重要性が増していくと考えられます。
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（ポイント）

 長崎県の労働市場の構造的な変化：長崎県の生産年齢人口は2007年から17年の10年間で▲13.3

万人と大幅に減少しましたが、同期間の就業者の減少は▲1.7万人の減少に止まりました。生産

年齢人口と65才以上人口の双方で有業率（労働参加率）が上昇したためです。その後も生産年齢

人口の減少が続く中、有業率が一段と高まるか、企業における省人化などが進まない限りは、人

手不足感が生じやすい構造に変化してきています。

 人手不足の強まりの要因：こうした人手不足の強まりには、①若年層の転出超過や出生数の減少

および高齢化による生産年齢人口の加速度的な減少、②年齢や業種・職種面での求人・求職のミ

スマッチ（ずれ）、③「働き方改革」等に伴う一人あたりの労働時間の短縮、といった動きが複

合的に作用しています。

 人手不足への対応の方向性：人手不足の改善（必要な人手を確保できないことによる経済活動抑

制の回避）の方向性としては、①潜在的な働き手（就業意欲のある女性や65歳以上のシニア世

代）の労働参加の促進、②他地域と比べて拡大の余地がある外国人労働者の受け入れ、③ IT・ソ

フトウェア投資の積極化による省力化や業務の見直し・効率化、などが考えられます。

 経済活性化にも資する人手不足対応：県内企業が人手不足という構造的な変化を前向きな成長機

会として認識し、対処していけるかは、長崎県経済の今後を大きく左右します。企業には、「人

材」という最重要の経営資源の確保に向けて、上記の対応のほか、①若年層の就業意識の変化等

も意識した就労条件・環境の整備、②労働法制の変化等への的確な対応、③賃金の持続的な改善

に必要な経営・財務基盤の構築なども期待されます。これらは、長崎県の「働く場所」としての

魅力を高め、経済の活力を高めると考えられます。
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（長崎県の人口動態・労働市場の全体感＜2017年時点＞）

（注）1. 左表の（）内は、2007年と2017年の10月1日時点での人口の差。ただし、自然減、社会減は2008年初から2017年末にかけての増減。人口、男性人口、女
性人口は年齢不詳を含む。小数点第2位以下は切捨て。□は有業率（ 2007年→2017年 ）。統計間の時点の平仄をとるため、時点を2017年で統一している。

2. 右表の（）内は、2012年との比較。「外国人」の「非労働者」は、「在留外国人」から「労働者」を控除して算出。
（出所）長崎県「長崎県異動人口調査」、総務省「就業構造基本調査」、法務省「在留外国人統計」、厚生労働省「外国人雇用状況」
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（長崎県における労働需給のタイト化）

長崎短観の業況判断DIは、依然マイナス圏にあるものの、早いペースで改善している。こうしたもとで、コロナの影響により

一時的に緩和していた雇用人員の不足感が再び強まっており、有効求人倍率も1倍台を回復。リーマンショック後の局面と比較

しても、労働需給の引き締まりが強い。

＜業況判断DI＞

（注）直近は21/12月。業況判断DIと雇用人員判断DIの22/3月は予測値。シャドーを付している期間は、長崎短観の業況判断DIがマイナスの時期。
有効求人倍率は季節調整済。

（出所）日本銀行「企業短期経済観測調査」、長崎労働局「雇用失業情勢」

＜長崎県の雇用人員判断DIと有効求人倍率＞
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＜長崎県の有効求人倍率＞

（長崎県の労働市場の構造変化）

有効求人倍率を、分母（有効求職者数）と分子（有効求人数）に分けてみると、有効求職者数が趨勢的に減少する中、2010年

代の景気回復局面において求人数と求職者数の逆転現象が定着し、長崎県は「人手不足」の経済へと変化したことが窺がえる。
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（注）季節調整済。有効求人倍率＝有効求人数÷有効求職者数。日本銀行にて、有効求人倍率、有効求人数、有効求職者数の四半期平均を算出。

（出所）長崎労働局「雇用失業情勢」
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（人手不足の背景①-1：人口動態の変化）

長崎県の人口は、若年層（15－24歳）を中心に社会減が続き、2000年代入り後は自然減も加速。人口減少は、若年層の減少、

出生数の減少、高齢層の増加が複合的に影響している可能性。
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（注）右図の純転出入者数は、当該年における転入者数から転出者数を控除した値。

（出所）長崎県「長崎県異動人口調査」、総務省「住民基本台帳人口移動報告」
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＜長崎県の年代別人口の変化：2010年→2020年＞

（人手不足の背景①-2：人口動態の変化）

人口動態の変化を映じて、生産活動の中核をなすとされる生産年齢人口（15歳以上65歳未満）は、各年齢層において、ここ

10年間で減少。2010年の85万人から2020年には70万人へと▲2割弱の大幅減少となった。

また、今後も早いペースで人口が減少することが見込まれており、生産年齢人口も減少していく可能性が高い。
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（注） 右図の2020年以降は2015年までの実績値を基に国立社会保障・人口問題研究所が推計した値。全国の値は各都道府県の合計値。

（出所）総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」
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長崎県 137万人 98万人 ▲28.7％
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▲ 17.7
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（人手不足の背景①-３：人口動態の変化）

生産年齢人口の長期推移をみると、その減少ペースは、時間経過とともに早まってきている。

ここ10年の減少率は、他府県と比較しても大きくなっている。

9（出所）総務省「統計ダッシュボード」のデータを加工して当店作成。
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＜年代別有効求人倍率の変化：2010→2020年度＞

（人手不足の背景②-1：年齢による労働需給のミスマッチ）

ここ10年間の有効求人倍率の変化を年代別にみると、低年齢の層ほど上昇幅が大きい。背景には、年齢層別の求人動向に大き

な変化はない一方で、低年齢層の求職者数が大幅に減少していることがある（他方、65歳以上では求職者が増加）。

＜年代別の求職者数・求人数の変化： 2010→2020年度＞
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（出所）長崎労働局「労働市場統計年報」
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＜職業別の新規求人数と新規求人倍率（2021年の累計）＞

低い ← 雇用吸収力 → 高い

逼
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労
働
需
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緩
和

（人手不足の背景②-2：業種や職種による労働需給のミスマッチ）

労働需給の状況を業種・職種別にみると、大きなバラツキがある。例えば、一般事務員は求職者数が求人数を上回るのに対し

て、建設・土木や介護サービスなどでは求人数に対して就労希望者が少ない。
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（注）新規求人倍率＝新規求人数÷新規求職者数。新規求人数・新規求職者数は、21/1月から21/12月までの各月の値を足しあげたもの。
「警備等」は、厚生労働省編職業分類における「保安の職業」の中の「その他の保安の職業」。

（出所）長崎労働局「職業別新規求人求職状況(求人倍率順・累計)」



（人手不足の背景③：労働時間の減少）

感染症の流行以前の景気回復局面から、一人当たりの労働時間は緩やかな減少傾向にある。この背景には、パート就労者の増

加や「働き方改革」における労働時間法制の見直しなどが影響しているとみられる。省人化や事業モデルの見直し（営業時間

の短縮等）が伴わない場合、一人当たりの労働時間が減る分、就業者数や求人の増加につながりやすい。

＜総実労働時間指数＞ ＜所定内労働時間指数＞ ＜所定外労働時間指数＞
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（注）常用労働者5人以上規模の事業所。常用労働者一人当たりの月間労働時間の年平均。

（出所）長崎県「毎月勤労統計」



（女性）

（対応の方向性①-1：有業率の引き上げ）

2007年から2017年にかけての有業率（労働参加率）の変化をみると、性別では女性、年齢層別では男女ともにシニア層で、そ

れぞれ上昇している。もっとも、①女性の有業率はなお男性を下回り、いわゆる「Ｍ字カーブ」（育児世代の離職）も残存し

ているほか、②シニア層の有業率には引き上げ余地がある。「就職希望はあるが就労していない層」（合計8万人）の労働参加

を促していくことが期待される。

（男性）
＜長崎県における年齢層別の有業率＞

13
（注）年齢層別有業率＝年齢層別有業者数（普段収入を得ることを目的として仕事をしている者及び仕事は持っているが現在は休んでいる者）÷年齢層別人口。

（出所）総務省「就業構造基本調査」
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（フルタイム）
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（対応の方向性①-2：就業を希望するシニア世代の有効活用）

65歳以上では、フルタイム、パートともに求職者の増加傾向が続き、かつ、求職者数が求人数を上回る状況が続いている。

就労意欲を持つ高年齢層を有効に活用しきれていない実情が窺がわれる。

＜長崎県における65歳以上の労働需給＞

14

（注）各年度における65歳以上の有効求職者数と有効求人数の推移。有効求人数は、年代別月間有効求人倍率×年代別月間有効求職者数。

（出所）長崎労働局「労働市場統計年報」



＜外国人労働者の割合：2012年と2017年の比較＞

（対応の方向性②：外国人労働者の積極的な活用）

外国人労働者が有業者に占める比率を都道府県別にみると、長崎県の比率は低め。今後、国内他地域との獲得競争の激化が予

想される中、外国人労働者から選好される就業地になっていくことが課題。

15

（注）外国人労働者の割合は、外国人労働者数を有業者数（普段収入を得ることを目的として仕事をしている者及び仕事は持っているが現在は休ん
でいる者）で割ったもの。

（出所）総務省「就業構造基本調査」、厚生労働省「外国人雇用状況」
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＜長崎短観：ソフトウェア投資額＞

（対応の方向性③：ＩT利用などを通じた業務効率化）

人手不足が強まる中、企業では、採用強化による人手確保を目指す姿勢がなお強い。もっとも、構造的に人手が減る中では、

かつての豊富な働き手の存在を前提とした過剰なサービスや営業体制の見直しといった業務効率化、IT利用などによる省人化

が必要になると考えられる。実際、長崎県でも、ソフトウェア投資額は増加傾向にある。業務効率化は収益性の改善、ひいて

は賃金改善などを通じて魅力的な雇用機会の増加にも繋がり得る。

中途採用を強化する, 60.8

求人募集時の賃金を引き上げる, 53.8

新卒採用を強化する, 45.2

求人募集時の賃金以外の労働条件を改善する, 42.9

定年の延長や再雇用等による雇用継続を行う, 37.0

離職率を低下させるための雇用管理の改善, 20.3

教育訓練・能力開発による現従業員の業務可能範囲の拡大, 19.6

業務プロセスの見直しによる効率性の強化, 19.3

非正社員から正社員への登用を進める, 18.2

応募要件の緩和を図る等、採用対象を拡大する, 16.3

従業員への働きがいの付与, 14.8

省力化・合理化投資の実施, 14.5

現従業員の配置転換, 13.6

非正社員の活用を進める, 11.8

外部委託を進める, 10.8

出産・育児等による離職者の呼び戻し・優先採用を行う, 7.4

従来の勤続要件等を緩和し、若手従業員をこれまでにないポストに抜擢する, 6.4

出向・転籍者を受け入れる, 5.9

事業の縮小・見直しを行う, 4.6

現従業員の追加就業, 3.7

人材確保も視野に入れたＭ＆Ａの実施, 2.9

無回答, 5.9

0 10 20 30 40 50 60（％）

優先的に取り組む上位５つの項目

16

（注）左図の調査期間は、2019/3/1～20日、 n=3,623。右下図の21年度は21/12月短観の計画値。

（出所）労働政策研究・研修機構「人手不足等をめぐる現状と働き方等に関する調査（企業調査・労働者調査）」、経済産業省「平成28年経済センサス-活動
調査」、日本銀行長崎支店「長崎県・企業短期経済観測調査」

＜３年先を見据えた際（今後）の人手不足を
緩和するための対策の取組内容＞

事業所数
[万]

従業者数
[万人]

設備投資額 [億円]

有形固定資産
(除く土地)

無形固定資産
(ソフトウェア

のみ)

長崎県 5 42 1,483 44

全国 489 5,313 452,274 46,313

割合 1.1% 0.8% 0.3% 0.1%

＜2016年経済センサス：長崎県と全国の比較＞
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目標 ターゲット 具体的な取り組み例

有業率の引き上げ

女性

■週の勤務日数や1日当たりの労働時間を短縮して募集。コロナによる家庭での育児
負担の増大から、短時間勤務であれば就業可能な主婦層の応募が増加。

■保育事業等を手掛ける企業と連携し、新設した営業拠点に保育施設を併設。子育
て中の女性が働きやすい環境を整備。

シニア層

■勤務就労条件を、週3回4時間以上勤務から週2回4時間以上に緩和。

■定年制度を廃止。

■老化防止や体力維持を目的とした高齢者向けの作業プログラムの開発。

労働力基盤の増強

若年層
■高卒の新卒採用者対象に資格取得のための1年間の外部研修を導入。当該研修を導

入して以降、離職率が着実に低下。

外国人
■ベトナム人技能実習生の受け入れ開始に際し、作業マニュアルや工場内の案内表

示類をベトナム語で整備。

移住促進
■自治体の提供する移住サポートセンターに登録した移住希望者からUIターン採用

を実施。着実に採用実績を積み上げている。

副業容認

■人手不足に悩む地元企業の支援や、従業員が持つ知識・ノウハウを地元企業に還
元して地域活性化に貢献することを目的として、全職員を対象に副業制度を導入。

■副業容認や営業時間の短縮といった負担軽減策を導入し、従業員の労働意欲を維
持。離職率も低下。

潤沢な働き手の存在を前提
とした企業経営の見直し

省人化

効率化

■測量士が不足している中、ドローンに3Dレーザーを搭載して測量を実施。これに
より、従来の10分の1の人数で測量が可能となり、省力化と経費削減を実現。

■新たな情報共有システムを導入し、従業員がスマホで必要な情報を確認できるよ
うに。紙や電話で行っていた作業がスムーズになり、作業時間が大幅に削減。

17（注）日本銀行各支店におけるヒアリング情報等を基に作成。

（全国における人手不足解消に向けた企業の具体的な取組事例）
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在宅勤務やリモートワークが可能な会社

休みを取りやすい会社

働く時間帯を自分でコントロールできる会社

福利厚生が充実している会社

ワーケーションなど柔軟な働き方ができる会社

残業の少ない会社

給与の高い会社

女性が活躍している会社

育児・介護など個人の事情を尊重する会社

世間から信用のある会社

地方にいてもリモートワークで働ける都市圏の会社

個人活動（社会貢献・ライフワーク等）と両立しやすい会社

副業ができる会社

やりたいことを実現しやすい会社

ジェンダー平等が重視されている会社

自宅から近い会社

雇用の多様性のある会社（LGBT・障害者・外国人など）

制度やルールを柔軟に変えていく会社

理念・方針がしっかり固まっている会社

コミット内容と給与額を契約できる会社（裁量労働制）

若い社員にも仕事を任せる会社

職場の人間関係が濃い会社

事業内容やSDGｓの取り組みなど社会貢献度が高い会社

職場の人間関係が薄い会社

その他

（％）
＜20代の学生が働きたいと思う会社＞

（留意点①：若年層の意識の変化）

全国規模の調査では、「働きたい会社」の条件について、4割を超える学生が「働き方の自由度やワークライフバランスを重

視」と回答し、「給与の高さ」の回答割合を上回る。若年層の雇用や定着（離職防止）に向けては、こうした価値観を踏まえ

た対応が求められている。

18

＜新入社員 春の意識調査＞

（注）左図は、複数回答、n=300。右図は二者択一回答、n=1,914（2018年度）。

（出所）ビッグローブ社「ニューノーマルの働き方に関する調査」（調査期間：2020/9/10～14日）、日本生産性本部
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残業が少なく、平日でも自分の時間を

持て、趣味などに時間が使える職場

残業は多いが、仕事を通じて自分の

キャリア、専門能力が高められる職場

【設問】２つのタイプの職場のどちらが好きか。



＜長崎経済研究所の新年アンケート（抜粋）＞

Q:2022年4月から、中小企業にも「女性活躍推進

行動計画」の策定が義務付けられます。行動計画

の策定は進んでいますか。（n=102）

（留意点②：法令対応等の遅れ）

当地企業では「女性活躍推進行動計画」の策定が進んでいな

い企業も相応にみられるなど、雇用を確保していくための基

礎となる制度対応に課題が残る。

＜ハローワークのパート求人時給（就業地：長崎県）＞

19

（注）右図の「全業種」は、当該日にハローワークインターネットサービスに掲載されていた就業地が長崎県であるパート求人を抽出し、各求人に記載され
ている賃金下限と賃金上限の中央値を算出した値。「ホテル」は、「全業種」のうち、職種・事業所名・仕事内容のいずれかに「ホテル」と記載され
ている求人から、賃金下限と賃金上限の中央値を算出した値。

（出所）長崎経済研究所、ハローワークインターネットサービス

23

32

33

13

すでに策定した

策定中

着手していない

その他

（社）

840

860

880

900

920

940

960

8/12日 12/17 1/14 2/7 8/12 12/17 1/14 2/7

2020年 2021 2020 2021

全業種 ホテル

賃金下限の中央値

賃金上限の中央値

(円）

（留意点③：人手確保のためのコスト急上昇）

最近、求人時の時給を大きく引き上げる動きや、同一業態内

での時給のバラツキが生じている。こうした人件費コストの

上昇を持続的に吸収できる財務基盤の構築が期待される。


